
　「大阪都構想は…保育所を増やすとか図書館を増やす
とか、そういう話ではないんです」と橋下市長。維新の
会のホームページなどでは「企業活動を活性化させる空
港、港湾、高速道路、鉄道のインフラ整備」に税金を
集中投資するとしています。
　つまり、これまで失敗してきた不要・不急の大型公共
事業を、一人の指揮官が権限と財源を握ってやるのが大
阪都構想です。

大阪市をつぶし、
「一人の指揮官」で
大型公共事業を推進

大阪市廃止の相談
どんどん進んでいます

　「特別区設置協
議会だより」ご覧
になりましたか？
　大阪市を廃止し
て、５または７の
特別区に分割する
相談が進んでいま
す。
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知ってください！
大阪都構想のこと

特別区設置協議会だより
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市民のくらしは
良くなりません

不便に

　都が財源を吸い上げるため区が自由に使える財源が減ります。一方、
それぞれの区が基本的な行政組織をもたなければならず、コストは増えま
す。敬老パスの有料化、水道料金減免制度の廃止、地域活動への補助
金カット、諸施設の統廃合などの「市政改革プラン」はその準備。結果、
市民サービスは低下し、市民のくらしはよくなりません。

　国民健康保険・介護保険・
医療費・子育て・保育所入所・
防犯…区役所に相談に行きた
いことはたくさんあります。区役
所が遠くなったらたいへんです。

　また、「市政改革プラン」では区割りに合わせて、スポーツセンター・温
水プール・老人福祉センターも統廃合するとしています。こんなこと、許
せるでしょうか。

都構想 初期コスト
2,000億円以上に

　住基ネットのシステム改修、区庁舎の整備、住居表
示の変更、移転費用など、初期コストは、少なくとも
2,000億円を超えます（日本共産党大阪市会議員団試
算）。この負担は住民の肩にのしかかります。

府市特別区設置協議会（法定協議会）で意見を述べる山中智子議員

「大阪都」ってそもそ
も？

なぜ？ こんなムダづ
かい

市民不在
のまま

これも
あれも

区役所

くらしメチャメチャ
街こわし



市民の意見を聞くべきです

特別区間に
大きな財政格差が

　東京23区でも子育ての助成・補助などに大きな格差が。
財政調整をしても財政の格差は行政水準やくらしの格差に
つながります。

　橋下市長は「一昨年の市長選挙の勝利で都構想は決まった」と言い続け
ていますが、「『大阪市はバラバラにしません』と言っていたはず」「都構想
なんてそんなに知らなかった」という声をお聞きします。大きなエネルギーを使っ
て勝手に進める前に、公聴会・アンケートなどで市民の声を聞くべきです。

大阪都構想では…大阪都構想では…

最大５倍（７区　北・中央区合体案）

北山 良三
（西淀川区）

山中 智子
（城東区）

井上ひろし
（住吉区）

てらど月美
（淀川区）

尾上やすお
（西成区）

岩崎けんた
（東淀川区）

こはら孝志
（大正区）

小川 陽太
（平野区）
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くらしを壊す「大阪都」ＮＯ！
市民を守る大阪市への転換を！！

道路・美術館・博物館・体育館・大規模公園・市営住宅・借金

分けられないものたくさん 都がいい？
区がいい？と勝手に

　これまでも地下鉄・市バスは民営化、水道は府と統合（５月議会で否
決⇒民営化案に）、市立高校・特別支援学校は府へ、病院や大学は府
と統合などと勝手な話し合いが行われてきました。
　いまは４月に発足した府市大都市局で大阪市の全事業を都と特別区に
仕分けする作業がスタート。「特別区設置協議会」では、主な８事業に
ついて議論されました。
　ひとつの都市として発展してきた大阪市。バラバラにするムリとムチャが
はっきりしてきました。
　市が抱えている借金がどうなるのかも大問題ですが、なんの説明もあり
ません。

　財産や借金の仕分け、都と特別区の財政制度や仕事の分担を決めるに
は、200もの法改正が必要といわれています。国が認めるかどうかもわから
ない法改正を前提にして、“都構想”議論に大きなエネルギー、人件費、時間
を使うことが、市民の幸せや大阪経済活性化につながるでしょうか。

　下水道料が府内で2番目に安い大阪市。統合すれば値
上げの恐れが。また、身近な街づくりや浸水対策、消防など、
一般市町村にもある権限がなくなります。こんな“半人前
の自治体”でいいのでしょうか。

　虐待などですぐ保護しないといけない子どもの対応をす
る児童相談所。一時保護所がなく保護が遅れたら子どもの
命にかかわります。また、設置義務がなければ児童相談所
そのものがない区がうまれかねません。

都市計画・下水道・消防は都へ

児童相談所は特別区に設置
（ただし一時保護所など施設は都）

200もの
法改正が必要です

ひど
すぎる
ひど
すぎる

たとえば…大都市局の案


